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特定用途建築物の建築手続の詳細フロー

事業者練馬区

台帳の閲覧
第61条第3項

標識の設置　第62条　規則第45条　
第40号様式（集客・葬祭） 第40号様式の２（ワンルーム形式・寄宿舎・大規模長屋等）

・都･区紛争予防条例標識設置の30日前･建築確認申請等の60日前
・工事着手または施設設置の60日前
・練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例に規定する説明会の前

台帳の閲覧 第51条第2項 開発事業に係る届出　第51条　規則第42条　第37号様式

特定用途建築物に係る届出　第61条第1項　規則第43条　第38号様式
・集客施設：床面積の合計500㎡以上1,000㎡未満　1号
・葬祭場等：床面積1,000㎡未満　2号
・ワンルーム形式の集合住宅：専用床面積40㎡未満で15戸以上　3号
・寄宿舎：40㎡未満の住室が２室以上　4号
・大規模長屋等：5号
・集客施設：増築･用途変更　6・7号
・葬祭場等：用途変更　7号
　第61条第1項による届出後の事業計画廃止の届出  第61条第4項  規則第43条

事前相談　規則第42条現場調査の回答等

（集客施設の場合）
説明会の開催等および協議

第63条第2項
・ 標識設置の日の翌日から7
日以内に求めがあったとき

（葬祭場等の場合）
個別説明または説明会の開催

第63条第3,4項
・ 標識設置の日から15日以内
・ 標識設置の日から15日以内に求
めがあったときは説明会を開催

（ワンルーム形式の集合住
宅・寄宿舎・大規模長屋等
の場合）
説明会の開催等および協議

　第63条第1項
・標識設置の日から15日以内

説明会を開催するときは7日前までに開催通知　第63条第1・2項

協議申請･協議　第64条　規則第47条第１項　第47～49号様式の3
概要の公表 第64条第2項
申請の日から3日以内 事業者へ意見書を提出 第65条

区長へも写しを送付
概要の公表の日から7日以内

見解書の写しの公表
第67条第3項

協定の締結 第68条第1項

協議終了通知･公表  第68条第2項 協議の終了

終了通知前に計画変更がある場合には変更届　第69条　規則第49条　第57号様式必要に応じて説明会の開催の措置

変更協定の締結　第69条第4項

変更協議終了通知･公表　第69条第5項 変更協議の終了

協議終了後に計画変更がある場合には変更協議申請　第69条　規則第49条　第57号様式の２必要に応じて説明会の開催の措置

都･区紛争予防条例の手続
建築確認申請

工事着手届　第103条第1項　規則第63条　第73号様式

完了検査終了通知の送付 第104条第2項

工事中間検査･完了検査　第104条第1項

説明会の助言指導
第61条第2項

建築物または施設の使用開始

必要に応じて報告の要請　第103条第4項

是正通知の送付　第104条第2項

 

標識設置の届出  第62条第2項  規則第45条第3項  第45号様式  設置の日から5日以内

工事完了届　第103条第2項  規則第63条  第74号様式  工事中断届出･開発事業廃止届出  第103条第3項

近隣住民

必要に応じて書面意見の提示　第66条
概要の公表の日から10日以内

意見への見解書の提出　第67条第1・2項
近隣住民への見解書の写しを区長に送付

・第61条第1項第1・2
・6・7号の場合は開
発区域から100m、
100ｍ以内に第一
種低層住居専用地
域がない場合は建
築物の高さの2倍
・第61条第1項第3・4
・5号の場合は開発
区域から建築物の高
さの2倍




